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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 提出会社の経営指標等

回次 第19期中 第20期中 第21期中 第19期 第20期

会計期間

自平成18年
２月１日
至平成18年
７月31日

自平成19年
２月１日
至平成19年
７月31日

自平成20年
２月１日
至平成20年
７月31日

自平成18年
２月１日
至平成19年
１月31日

自平成19年
２月１日
至平成20年
１月31日

売上高 （千円） 79,414,576 81,999,986 75,509,861 194,364,634 191,302,440

経常利益又は経常損
失（△）

（千円） △1,590,018 △1,815,080 △2,859,192 1,648,088 2,916,072

中間（当期）純損失
（△）又は当期純利
益

（千円） △1,200,696 △1,957,740 △3,221,705 △1,206,843 262,327

資本金 （千円） 6,034,099 6,034,099 6,034,099 6,034,099 6,034,099

発行済株式総数 （株） 34,445,982 34,445,982 34,445,982 34,445,982 34,445,982

純資産額 （千円） 30,692,585 28,207,499 26,900,223 30,486,294 30,449,357

総資産額 （千円） 106,903,481 102,750,663 97,921,977 96,553,093 93,864,377

１株当たり純資産額 （円） 894.78 821.48 782.26 888.55 886.19

１株当たり中間（当
期）純損失金額
（△）又は１株当た
り当期純利益金額

（円） △35.00 △57.07 △93.92 △35.18 7.65

潜在株式調整後１株
当たり中間（当期）
純利益金額

（円） ― ― ― ― ―

自己資本比率 （％） 28.7 27.4 27.4 31.6 32.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △11,289,833 △7,457,711 △12,970,445 8,164,274 7,732,670

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △1,402,899 △2,120,811 32,730 △2,477,527 △3,840,498

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 12,841,841 9,722,064 13,418,174 △5,603,675 △3,907,761

現金及び現金同等物
の中間期末（期末）
残高

（千円） 1,018,474 1,095,980 1,417,308 952,439 936,849

従業員数
〔外、平均臨時雇用
人員〕

(人)
1,089
〔3,029〕

1,106
〔3,352〕

1,216
　〔3,217〕

1,054
〔3,599〕

1,108
　〔3,897〕

（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第19期中、第20期中、第21期中及び第19期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの、１株当たり中間（当期）純損失であるため記載しておりません。

３. 第20期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在

しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

当中間会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありま

せん。なお、主要な関係会社については「３　関係会社の状況」に記載のとおりの異動がありました。

３【関係会社の状況】

当中間会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。

名称 住所 資本金 主要な事業内容
議決権の被所
有割合（％）

関係内容

（親会社）

ティーアールユー・ジャパ

ン・ホールディングス２・

エルエルシー　

米国デラウェア州 ― 持株会社
14.41

［47.96］
役員の兼任あり

（注）１．当社の親会社であるトイザラス・インクは、その100％子会社であるティーアールユー・ジャパン・ホー

ルディングス２・エルエルシーを通じ、当社の普通株式4,943,036株（議決権割合14.41％）を取得し、この

結果、トイザラス・インクの当社に対する議決権割合（間接所有含む）は平成20年６月18日時点で62.38％

となりました。

２．議決権の被所有割合の［　］内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数となっております。

４【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

　 平成20年７月31日現在

従業員数（人） 1,216〔3,217〕　

（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は当中間会計期間の平均雇用人員を〔　〕外数で記載しております。

(2) 労働組合の状況

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1) 業績

当中間会計期間におけるわが国経済は、原油・原材料価格の高騰等を背景に、設備投資や個人消費が伸び悩み、景

気の減速感が強まる展開となりました。　

このような状況のもと、当社は「お客様に“夢”を提供し、豊かで楽しい暮らし作りのお手伝いをする。また、楽

しさとお客様の利益を追求した企業活動を通じて、社会と株主に貢献する。」という経営理念のもと、さらなるお客

様の支持を得るべく努力してまいりました。　

店舗展開につきましては、既存のトイザらス店舗の丸亀店（香川県）、鹿児島店（鹿児島県）、福井店（福井

県）、伊勢崎店（群馬県）、松本店（長野県）、郡山店（福島県）、岡山店（岡山県）、大津店（滋賀県）、貝塚店

（大阪府）の計９店舗が、トイザらスとベビーザらスのサイド バイ サイド ストア（併設型店舗）としてリ

ニューアルオープンいたしました。この結果、当中間会計期間末における店舗数は168店舗（トイザらス店舗135店

舗、ベビーザらス店舗20店舗、サイド バイ サイド ストア（併設型店舗）13店舗）となりました。　

商品別売上高につきましては、「ベビー用品」は紙おむつ、乳幼児食品、育児用品及び子供衣料等のベビー商材が

全般的に好調に推移し、前年同期比7.8％増の302億60百万円となりました。「スポーツ用品・自転車」は自転車、ス

ケート、スポーツ玩具等が順調に推移し、前年同期比6.2％増の70億18百万円となりました。一方、「玩具」は一部商

品については順調に推移いたしましたが、前年度に好調であったキャラクター玩具の反動を受けたこと等により、

全体では前年同期比7.2％減の118億38百万円となりました。また、ゲーム機及びそのソフトは前年度を下回って推移

しており、「エンタテインメント」は前年同期比31.8％減の169億58百万円となりました。

この結果、当社の当中間会計期間における売上高は前年同期に比べ7.9％減少し、755億９百万円となりました。　

損益面につきましては、ベビー用品等の相対的に利益率の高い商品群が堅調に推移したことに加え、引き続き、在

庫レベルの適正化等に注力した結果、売上総利益率は前年同期に比べ2.1ポイント上昇し、30.9％となりました。販売

費及び一般管理費につきましては、引き続き、経費等のコントロールに努めましたが、来店客数の増加へ向けた積極

的な施策の展開に伴い、広告宣伝費が増加したこと等により、前年同期比1.9％増の260億40百万円となりました。こ

れらの結果、営業損失は26億92百万円（前年同期比８億４百万円の損失増）となりました。なお、当中間会計期間に

おいて、株式会社みずほ銀行を主幹事としたシンジケート方式による総額350億円のコミットメントライン契約を

締結いたしました。これに伴い、アレンジメントフィー２億50百万円を営業外費用として一括計上したこと等によ

り、経常損失は28億59百万円（前年同期比10億44百万円の損失増）となりました。

また、日本マクドナルド株式会社より提起されていたサービス契約の有効性等に関する訴訟の和解に伴い、契約

解除和解金等15億１百万円を特別損失に計上したこと等により、中間純損失は32億21百万円（前年同期比12億63百

万円の損失増）となりました。

 

(2) 業績の季節的変動について

当社は事業の性質上、上半期の売上高と下半期の売上高との間に著しい季節的変動があり、税引前中間純利益は

低水準となる傾向にあります。このような傾向は当期についても変わりはありません。
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(3) キャッシュ・フロー

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に比べ４億80百万円

増加し、14億17百万円となりました。

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は、129億70百万円となりました。これは主として、税引前中間純損失49億89百万円、減

価償却費17億42百万円、仕入債務の減少55億46百万円、たな卸資産の増加40億17百万円があったこと等によるもので

あります。なお、営業活動によるキャッシュ・フローには契約解除和解金等の支払額17億81百万円が含まれておりま

す。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果得られた資金は32百万円となりました。これは主に、店舗設備等有形固定資産の取得による支出７

億９百万円、敷金及び保証金の回収による収入４億24百万円、定期預金の払戻による収入４億56百万円があったこと

等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は134億18百万円となりました。これは長期借入金の返済による支出４億40百万円、配

当金の支払３億41百万円があった一方、短期借入金が142億円増加したことによるものであります。

（注）「第２　事業の状況」に記載した金額は消費税等を抜いて表示しております。
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２【仕入及び販売の状況】

(1) 仕入実績

品目
当中間会計期間

（自 平成20年２月１日
至 平成20年７月31日）

前年同期比（％）

商品仕入高   

玩具（千円） 8,832,995 △11.2

ベビー用品（千円） 22,307,742 9.5

スポーツ用品・自転車（千円） 4,545,173 △1.2

エンタテインメント（千円） 14,521,956 △31.7

その他（千円） 5,883,800 △5.0

計（千円） 56,091,668 △10.1

　（注）１．数量については、取扱商品が多岐にわたるため、記載を省略しております。

　　　　２. 金額は仕入価格によって表示しております。

　　　　３. 上記金額には消費税等は含まれておりません。

　　　　４．上記品目のうち下記品目の主な内容は次のとおりです。

　ベビー用品……………紙おむつ、育児用品、乳幼児食品、室外用大型玩具、子供衣料

　エンタテインメント…テレビゲーム機及びソフト、電子玩具、ジグソーパズル

　その他…………………教育玩具、絵本、文房具、お菓子、節句用品、ラッピング、配送売上原価等

(2) 販売実績

①　商品別売上高

品目
当中間会計期間

（自 平成20年２月１日
至 平成20年７月31日）

前年同期比（％）

商品売上高   

玩具（千円） 11,838,332 △7.2

ベビー用品（千円） 30,260,572 7.8

スポーツ用品・自転車（千円） 7,018,863 6.2

エンタテインメント（千円） 16,958,174 △31.8

その他（千円） 8,650,440 △3.2

小計（千円） 74,726,382 △8.0

賃貸料収入（千円） 783,479 4.0

計（千円） 75,509,861 △7.9

　（注）１．数量については、取扱商品が多岐にわたるため、記載を省略しております。

　　　　２. 上記金額には消費税等は含まれておりません。

　　　　３．上記品目のうち下記品目の主な内容は次のとおりです。

　ベビー用品……………紙おむつ、育児用品、乳幼児食品、室外用大型玩具、子供衣料

　エンタテインメント…テレビゲーム機及びソフト、電子玩具、ジグソーパズル

　その他…………………教育玩具、絵本、文房具、お菓子、節句用品、ラッピング、配送売上等
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②　地域別売上高

地域

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

売上高（千円）
前年同期比
（％）

構成比
（％）

出店（店） 退店（店） 期末（店）

商品売上高       

北海道 2,735,584 △6.1 3.6 － － 9

青森県 636,874 △0.1 0.8 － － 2

岩手県 613,588 △6.8 0.8 － － 2

宮城県 1,015,512 △8.2 1.3 － － 3

秋田県 341,436 △6.5 0.5 － － 1

山形県 436,595 △8.2 0.6 － － 1

福島県 1,146,673 △4.7 1.5 － － 3

茨城県 1,203,548 △9.2 1.6 － － 3

栃木県 1,789,694 △4.6 2.4 － － 4

群馬県 1,333,793 △0.2 1.8 － － 3

埼玉県 4,744,520 △11.0 6.3 － － 12

千葉県 5,247,778 △8.5 7.0 － － 12

東京都 6,658,943 △8.3 8.8 － － 12

神奈川県 6,856,059 △10.6 9.1 － － 13

新潟県 880,182 0.0 1.2 － － 2

富山県 744,348 △2.8 1.0 － － 2

石川県 424,966 △10.7 0.6 － － 1

福井県 448,389 17.9 0.6 － － 1

山梨県 504,966 △7.6 0.7 － － 1

長野県 1,157,721 △0.2 1.5 － － 3

岐阜県 488,352 △16.5 0.6 － － 1

静岡県 1,499,161 △9.9 2.0 － － 3

愛知県 5,648,372 △8.3 7.5 － － 11

三重県 855,145 △11.3 1.1 － － 2

滋賀県 655,228 △6.6 0.9 － － 2

京都府 549,972 △9.3 0.7 － － 1

大阪府 6,617,431 △6.2 8.8 － － 14

兵庫県 4,068,441 △14.3 5.4 － － 9

奈良県 985,228 △10.3 1.3 － － 2

和歌山県 450,046 △7.8 0.6 － － 1
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地域

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

売上高（千円）
前年同期比
（％）

構成比
（％）

出店（店） 退店（店） 期末（店）

商品売上高       

鳥取県 237,785 △5.8 0.3 － － 1

岡山県 1,071,727 △15.2 1.4 － － 2

広島県 2,024,265 △7.9 2.7 － － 4

山口県 596,432 △7.0 0.8 － － 2

香川県 795,379 4.9 1.1 － － 2

愛媛県 536,870 △12.4 0.7 － － 1

高知県 529,951 △3.3 0.7 － － 1

福岡県 3,285,843 △8.8 4.4 － － 9

佐賀県 346,173 △6.8 0.5 － － 1

長崎県 270,854 △5.8 0.4 － － 1

熊本県 983,371 △0.2 1.3 － － 3

大分県 427,479 △9.2 0.6 － － 1

宮崎県 388,084 △0.9 0.5 － － 1

鹿児島県 388,137 △3.2 0.5 － － 1

沖縄県 884,514 18.0 1.2 － － 2

その他 1,220,952 △20.4 1.6 － － －

小計 74,726,382 △8.0 99.0 － － 168

賃貸料収入 783,479 4.0 1.0 － － －

合計 75,509,861 △7.9 100.0 － － 168

（注） 上記金額には消費税等は含まれておりません。

③　単位当たり売上高

項目
当中間会計期間

（自 平成20年２月１日
至 平成20年７月31日）

前年同期比（％）

売上高（商品）（千円） 74,726,382 △8.0

店舗面積（平均）（㎡）

１㎡当たり期間売上高（千円）

365,338

204

△0.1

△7.9

従業員数（平均）（人）

１人当たり期間売上高（千円）

4,403

16,971

△1.0

△7.1

（注）１．売上高は、生産性を正確に把握するため、商品売上高のみを表示しております。

２．「店舗面積（平均）」は、生産性を正確に把握するため、貸与面積を除いた全店舗の自営売場面積について

稼動月数を基礎として算出しております。

３．「従業員数（平均）」は、パートタイマー及び契約社員を含んだ中間期中平均であります。
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３【対処すべき課題】

親子でご来店いただき、共に楽しめるエンタテインメント空間をご提供するために、お客様の目線に立って、次の

課題を最優先に取り組んでまいります。

(1) サイド バイ サイド ストア（併設型店舗）の推進

トイザらスとベビーザらスのサイド バイ サイド ストア（併設型店舗）につきましては、引き続き、既存のト

イザらス店舗のリニューアル及びリロケーション（立地移転）としての展開を進めてまいります。

(2) ベビー商材の強化

ベビーザらス店舗及びサイド バイ サイド ストア（併設型店舗）でのベビー商材の強化に加えて、トイザら

ス店舗においても、ベビー商材の売場面積を拡大するとともに、商品構成やレイアウトを改善し、売上のさらなる

向上を図ってまいります。

(3) 商品の差別化の推進

プライベートブランド商品や限定商品を積極的に投入するとともに、ダイレクトインポートを拡大し、商品の

差別化と利益率の向上を推進してまいります。

(4) サービスの強化

お客様の満足度の向上を目指して、店舗でのカスタマー調査を実施するとともに、専門知識を持ったスタッフ

の育成のため、ベビーズ/マタニティアドバイザーや知育玩具アドバイザー等のアドバイザー育成トレーニングを

強化してまいります。

(5) マーケティング活動の強化

チラシ広告やクリスマスカタログ等の広告宣伝を充実させるとともに、「ベビーザらス ママ＆ベビークラ

ブ」の会員数の増加施策を図る等、より一層マーケティング活動を強化し、来店客数の増加を図ってまいります。

４【経営上の重要な契約等】

サービス契約の解除について

平成19年２月28日付で、日本マクドナルド株式会社から「役務提供契約存在確認等請求事件」として、同社と

の「サービス契約」の現時点における有効性及び同社の契約上の権利を有する地位があることの確認ならびに

未払いのサービスの対価の支払いを求めて訴訟が提起され、東京地方裁判所において係属中でありましたが、平

成20年５月13日付で和解が成立いたしました。当該和解により、「サービス契約」が平成18年11月30日付をもっ

て解約されたことを確認し、同社に対し、総額金20億円（消費税等を含む）を支払っております。

５【研究開発活動】

特記すべき事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間会計期間において、前事業年度末までに計画されていなかった主要な設備の重要な異動はありません。

２【設備の新設、除却等の計画】

(1) 前事業年度末（平成20年１月31日）において、実施中または計画中であった設備の新設、重要な拡充若しくは改修

のうち、当中間会計期間に完成したものは次のとおりであります。

会社名
設備名
（所在地）

設備の内容 金額（千円） 完成年月

日本トイザらス

株式会社

トイザらス　ベビーザらス　丸亀店

（香川県丸亀市）　
　併設型店舗への改装 114,170 平成20年４月　

トイザらス　ベビーザらス　鹿児島店

（鹿児島県鹿児島市）　
　併設型店舗への改装 114,445 平成20年４月　

トイザらス　ベビーザらス　福井店

（福井県福井市）　
　併設型店舗への改装 130,872 平成20年４月　

トイザらス　ベビーザらス　伊勢崎店

（群馬県伊勢崎市）　
　併設型店舗への改装 116,369 平成20年４月　

トイザらス　ベビーザらス　松本店

（長野県松本市）　
　併設型店舗への改装 116,408 平成20年７月　

トイザらス　ベビーザらス　郡山店

（福島県郡山市）　
　併設型店舗への改装 119,743 平成20年７月　

トイザらス　ベビーザらス　岡山店

（岡山県岡山市）　
　併設型店舗への改装 108,947 平成20年７月　

トイザらス　ベビーザらス　大津店

（滋賀県大津市）　
　併設型店舗への改装 113,264 平成20年７月　

トイザらス　ベビーザらス　貝塚店

（大阪府貝塚市）　
　併設型店舗への改装 109,122 平成20年７月　

 既存店 　店舗の改修・改装 111,403 平成20年２月～７月　

（注）上記金額には消費税等は含まれておりません。 

(2) 当中間会計期間に新たに確定した重要な設備の除却等の計画

会社名
設備名
（所在地）

設備の内容 除却金額（千円） 除却完了年月 適用

日本トイザらス

株式会社

トイザらス荒川沖店

（茨城県稲敷郡）　
附属設備・器具備品の除却 ― 平成20年９月

店舗の閉

鎖

（注）除却金額は減損処理後の金額であります。

(3) 前事業年度末（平成20年１月31日）の設備計画「重要な設備の新設等」中の既存店の改修・改装のうち、確定した

ものは、次のとおりであります。

会社名
　　  設備名

（所在地）
設備の内容

投資予定金額

資金調達方

法

着手及び完了予定年月

完成後の増加

能力総額

(千円)
既支払額

(千円)
着手 完了

日本トイザらス

株式会社

トイザらス

ベビーザらス

柏店

（千葉県柏市）

併設型店舗への改装 150,000 ―
自己資金

及び借入金
平成20年８月 平成20年10月

売上高

（20％）

の増加

トイザらス

ベビーザらス

岐阜店

（岐阜県岐阜市）

併設型店舗への改装 150,000 ―
自己資金

及び借入金
平成20年８月 平成20年10月

売上高

（20％）

の増加

　（注）上記金額には消費税等は含まれておりません。 
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 137,748,000

計 137,748,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）

(平成20年７月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成20年10月３日)

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 34,445,982 34,445,982 ジャスダック証券取引所 ―

計 34,445,982 34,445,982 ― ―

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成20年10月１日から、この半期報告書提出日までの新株予約権の権利行

　　使により発行された株式数は含まれておりません。

　

（２）【新株予約権等の状況】

① 旧商法第280条ノ20及び280条ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権の状況

（平成16年４月28日定時株主総会決議）

 
中間会計期間末現在
（平成20年７月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数 (個)                     （注）１ 2,066 2,066

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 (株)     （注）１ 206,600 206,600

新株予約権の行使時の払込金額 (円) 2,600 同左

新株予約権の行使期間
自　平成18年４月29日

至　平成21年４月28日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額 (円)

発行価格 　　  2,600

資本組入額　   1,300
同左

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには

取締役会の承認を要する。
同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―

（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における予定数から、退職等の

理由により権利を喪失した者の数を減じております。

２．（1）新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは使用人の地位にあることを要す

る。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合（死亡の

場合を除く。）はこの限りでない。

（2）新株予約権者は、権利行使時において、当該行使にかかる新株予約権発行の日以降、破産宣告を受けて

いないこと及び当社の就業規則に基づく減給以上の懲戒処分を受けていないことを要する。
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② 旧商法第280条ノ20及び280条ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権の状況

（平成17年４月27日定時株主総会決議）

 
中間会計期間末現在
(平成20年７月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個）                    （注）１ 2,356 2,346

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）    （注）１ 235,600 234,600

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,639 同左

新株予約権の行使期間
自　平成19年４月28日

至　平成22年４月27日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　  1,639

資本組入額　   　820
同左

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには

取締役会の承認を要する。
同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―

（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における予定数から、退職等の

理由により権利を喪失した者の数を減じております

２．（1）新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは使用人の地位にあることを要す

る。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合（死亡の

場合を除く。）はこの限りでない。

（2）新株予約権者は、権利行使時において、当該行使にかかる新株予約権発行の日以降、破産宣告を受けて

いないこと及び当社の就業規則に基づく減給以上の懲戒処分を受けていないことを要する。 
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③ 会社法第361条の規定に基づく取締役会決議による新株予約権の状況

  新株予約権Ⅰ（平成18年11月７日取締役会決議）

 
中間会計期間末現在
(平成20年７月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個）                    500 500

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　　　 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）    50,000 50,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,255 同左

新株予約権の行使期間
自　平成20年12月１日

至　平成30年11月30日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　　1,692

資本組入額　   　628
同左

新株予約権の行使の条件 (注) 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには

取締役会の承認を要する。
同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―

（注)  新株予約権者は、権利行使日に当社の取締役の地位にあること。

④ 会社法第361条の規定に基づく取締役会決議による新株予約権の状況

新株予約権Ⅱ（平成18年11月７日取締役会決議）

 
中間会計期間末現在
(平成20年７月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個）                    500 500

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　　　 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）    50,000 50,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,255 同左

新株予約権の行使期間
自　平成21年12月１日

至　平成31年11月30日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　　1,709

資本組入額　   　628
同左

新株予約権の行使の条件 （注） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには

取締役会の承認を要する。
同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―

（注)  新株予約権者は、権利行使日に当社の取締役の地位にあること。 
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⑤ 会社法第361条の規定に基づく取締役会決議による新株予約権の状況

新株予約権Ⅲ（平成18年11月７日取締役会決議）

 
中間会計期間末現在
(平成20年７月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個）                    500 500

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　　　 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）    50,000 50,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,255 同左

新株予約権の行使期間
自　平成20年４月30日

至　平成25年４月29日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　   　1,521

資本組入額　   　628
同左

新株予約権の行使の条件 （注） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには

取締役会の承認を要する。
同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―

（注）    （1）平成20年１月31日に終了する事業年度の監査済みの財務諸表に基づき、日本の会計基準によって算定さ

れたＥＢＩＴＡが前事業年度対比５％以上であること。

（2）新株予約権者は、平成20年１月31日に当社の取締役の地位にあること。

⑥ 会社法第361条の規定に基づく取締役会決議による新株予約権の状況

  新株予約権Ⅳ（平成18年11月７日取締役会決議）

 
中間会計期間末現在
(平成20年７月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個）                    500 500

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　　　 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）    50,000 50,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,255 同左

新株予約権の行使期間
自　平成21年４月30日

至　平成26年４月29日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　　1,589

資本組入額　   　628
同左

新株予約権の行使の条件 （注） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには

取締役会の承認を要する。
同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―

（注）    （1）平成21年１月31日に終了する事業年度の監査済みの財務諸表に基づき、日本の会計基準によって算定さ

れたＥＢＩＴＤＡが前事業年度対比５％以上であること。

（2）新株予約権者は、平成21年１月31日に当社の取締役の地位にあること。
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⑦ 会社法第361条の規定に基づく取締役会決議による新株予約権の状況

  新株予約権Ⅴ（平成18年11月７日取締役会決議）

 
中間会計期間末現在
(平成20年７月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個）                    500 500

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　　　 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）    50,000 50,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,255 同左

新株予約権の行使期間
自　平成22年４月30日

至　平成27年４月29日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

 発行価格   　  1,657

資本組入額　   　628
同左

新株予約権の行使の条件 （注） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには

取締役会の承認を要する。
同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―

（注）　　（1）平成22年１月31日に終了する事業年度の監査済みの財務諸表に基づき、日本の会計基準によって算定され

たＥＢＩＴＤＡが前事業年度対比５％以上であること。

（2）新株予約権者は、平成22年１月31日に当社の取締役の地位にあること。

⑧ 会社法第361条の規定に基づく取締役会決議による新株予約権の状況

  新株予約権(1)（平成20年４月24日及び平成20年５月12日取締役会決議）

 
中間会計期間末現在
(平成20年７月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個）                    500 500

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　　　 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）    50,000 50,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 736 同左

新株予約権の行使期間
自　平成22年６月30日

至　平成30年６月29日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

 発行価格    　　 929

資本組入額　   　368
同左

新株予約権の行使の条件 （注） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには

取締役会の承認を要する。
同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―

（注）　　（1）各新株予約権の一部行使はできないものとする。

（2）新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は使用人等の地位にあること。
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（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年２月１日～

平成20年７月31日　
― 34,445,982 ― 6,034,099 ― 9,503,578
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（５）【大株主の状況】

　 平成20年７月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（百株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

ティーアールユー・ジャパン・ホールディン

グス・インク

（常任代理人　ゴールドマン・サックス証券会

社東京支店）

One Geoffrey Way, Wayne, 

New Jersey, 07470-0203, U.S.A.

（東京都港区六本木６-10-１）

164,520 47.76

ティーアールユー・ジャパン・ホールディン

グス２・エルエルシー

（常任代理人　大和証券エスエムビーシー株式

会社決済部）

2711 Centerville Road, Suite 400, 

Wilmington, Delaware 19808, U.S.A. 

（東京都千代田区丸の内１-９-１）

49,430 14.35

日本トイザらス社員持株会 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 2,208 0.64

マネックス証券株式会社自己

代表取締役社長CEO　松本　大
東京都千代田区丸の内１-11-１ 2,075 0.60

チェースマンハッタンバンクジーティーエスク

ライアンツアカウントエスクロウ

（常任代理人　株式会社みずほコーポレート銀

行）

5th Floor, Trinity Tower 9, Thomas More 

Street London, E1W 1YT, U.K.

（東京都中央区日本橋兜町６-７）

1,990 0.58

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１-９-１ 805 0.23

バークレイズバンクピーエルシーバークレイズ

キャピタルセキュリティーズ

（常任代理人　スタンダードチャータード銀

行）

1 Churchill Place, London, E14 5HP, U.

K.

（東京都千代田区永田町２-11-１）

637 0.18

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社　 東京都中央区晴海１-８-11 332 0.10

ユービーエスエージーロンドンアカウントア

イピービーセグリゲイテッドクライアントア

カウント

（常任代理人　シティーバンク銀行株式会社）

Aeschenvorst, Adt 48 CH-4002, 

Basel, Switzerland

（東京都品川区東品川２-３-14）

316 0.09

坂井　正雄 奈良県葛城市　 310 0.09

計 ― 222,623 64.62

（注）１．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 332百株

２．上記の他、自己株式が1,440百株あります。

３．ティーアールユー・ジャパン・ホールディングス・インクの所有株式164,520百株は、ゴールドマンサックス

アンドカンパニーレギュラーアカウントに同社が委託した信託財産であり、その議決権行使の指図権は、

ティーアールユー・ジャパン・ホールディングス・インクが留保しております。

４．前事業年度末現在主要株主であった日本マクドナルドホールディングス株式会社は、当中間期末現在主要株

主でなくなりました。

５．前事業年度末現在主要株主でなかったティーアールユー・ジャパン・ホールディングス２・エルエルシー

は、当中間期末では主要株主になっております。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】 平成20年７月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
　普通株式    144,000　　

　
― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 34,300,300 343,003 ―

単元未満株式 普通株式    　1,682　 ― ―

発行済株式総数 34,445,982 ― ―

総株主の議決権 ― 343,003 ―

(注) 「完全議決権株式(その他)」には、証券保管振替機構名義の株式数が600株（議決権の数６個)が含まれております。

②【自己株式等】 平成20年７月31日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義
所有株式
数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

日本トイザらス

株式会社

神奈川県川崎市幸区　大

宮町1310番地
144,000 ―　 144,000 0.42

計 ― 144,000 ― 144,000 0.42

２【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年２月 ３　月 ４　月 ５　月 ６　月 ７　月

最高（円） 790 720 762 755 731 732

最低（円） 698 580 705 726 710 699

（注）最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

３【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。　

なお、前中間会計期間（平成19年２月１日から平成19年７月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、

当中間会計期間（平成20年２月１日から平成20年７月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成し

ております。

２．監査証明について

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成19年２月１日から平成19年７月31日まで）

の中間財務諸表について、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間（平成20年２

月１日から平成20年７月31日まで）の中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

３．中間連結財務諸表について

当社には連結子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

  
前中間会計期間末

(平成19年７月31日)
当中間会計期間末

(平成20年７月31日)
前事業年度の要約貸借対照表

(平成20年１月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金 ※５ 1,095,980   1,417,308   1,322,849   

２．売掛金 　 2,880,696   2,641,836   2,024,140   

３．たな卸資産  24,690,780   25,448,488   21,431,322   

４．その他 ※４ 7,757,352   7,863,255   6,531,799   

貸倒引当金  △323   △7,084   △7,183   

流動資産合計   36,424,486 35.4  37,363,804 38.2  31,302,928 33.4

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1) 建物  19,909,755   18,666,564   19,081,374   

(2) 工具器具備品  8,946,872   8,083,174   8,378,731   

(3) その他  2,777,411   2,535,959   2,611,408   

有形固定資産合計   31,634,040 30.8  29,285,698 29.9  30,071,514 32.0

２．無形固定資産   832,830 0.8  562,752 0.6  751,244 0.8

３．投資その他の資産           

(1) 敷金及び保証金  28,129,270   26,280,249   27,194,511   

(2) 長期前払費用  3,767,225   3,299,903   3,535,749   

(3) その他  2,671,507   1,824,544   1,706,765   

貸倒引当金  △708,696   △694,974   △698,335   

投資その他の資産
合計

  33,859,306 33.0  30,709,722 31.3  31,738,690 33.8

固定資産合計   66,326,176 64.6  60,558,173 61.8  62,561,448 66.6

資産合計   102,750,663 100.0  97,921,977 100.0  93,864,377 100.0
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前中間会計期間末

(平成19年７月31日)
当中間会計期間末

(平成20年７月31日)
前事業年度の要約貸借対照表

(平成20年１月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金 　 23,145,947   21,063,679   26,609,751   

２．短期借入金 ※６ 27,600,000   28,800,000   14,600,000   

３．一年以内返済予定
長期借入金

　 1,117,205   880,000   880,000   

４．未払金  2,228,513   2,201,861   2,383,490   

５．未払法人税等  199,419   198,977   355,869   

６．賞与引当金  212,874   251,751   201,239   

７．役員賞与引当金  －   7,850   －   

８．店舗閉鎖損失引当金  －   231,825   82,455   

９．契約解除損失引当金  300,000   －   300,000   

10．リコール損失引当金  7,038   －   －   

11．ポイント費用引当金  55,000   74,000   64,000   

12．その他  1,083,424   1,613,818   1,765,317   

流動負債合計   55,949,422 54.5  55,323,764 56.5  47,242,123 50.3

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  17,827,215   14,940,000   15,380,000   

２．退職給付引当金  319,387   316,471   317,445   

３．役員退職慰労引当金  48,106   20,954   64,389   

４．その他  399,032   420,563   411,060   

固定負債合計   18,593,741 18.1  15,697,989 16.0  16,172,896 17.2

負債合計   74,543,163 72.6  71,021,754 72.5  63,415,019 67.5

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本 　          

１．資本金 　  6,034,099 5.9  6,034,099 6.2  6,034,099 6.4

２．資本剰余金 　          

資本準備金  9,503,578   9,503,578   9,503,578   

資本剰余金合計   9,503,578 9.2  9,503,578 9.7  9,503,578 10.1

３．利益剰余金 　          

(1) 利益準備金  12,973   12,973   12,973   

(2) その他利益剰余金           

特別償却準備金  162,666   105,772   105,772   

繰越利益剰余金  12,724,836   11,437,073   15,001,798   

利益剰余金合計 　  12,900,475 12.6  11,555,818 11.8  15,120,543 16.1

４．自己株式 　  △260,310 △0.3  △260,310 △0.3  △260,310 △0.2

株主資本合計 　  28,177,844 27.4  26,833,186 27.4  30,397,911 32.4

Ⅱ　評価・換算差額等           

その他有価証券
評価差額金

  357 0.0  － －  174 0.0

評価・換算差額等合計   357 0.0  － －  174 0.0

Ⅲ　新株予約権   29,297 0.0  67,036 0.1  51,271 0.1

純資産合計   28,207,499 27.4  26,900,223 27.5  30,449,357 32.5

負債純資産合計   102,750,663 100.0  97,921,977 100.0  93,864,377 100.0
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②【中間損益計算書】

  
前中間会計期間

（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ※1,2  81,999,986 100.0  75,509,861 100.0  191,302,440 100.0

Ⅱ　売上原価 ※２  58,343,946 71.2  52,161,869 69.1  134,571,408 70.3

売上総利益   23,656,039 28.8  23,347,992 30.9  56,731,032 29.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※３  25,544,360 31.2  26,040,695 34.5  54,023,644 28.3

営業利益又は
営業損失（△）

  △1,888,321 △2.4  △2,692,703 △3.6  2,707,387 1.4

Ⅳ　営業外収益 ※４  417,240 0.5  451,021 0.6  904,808 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※５  344,000 0.4  617,510 0.8  696,123 0.4

経常利益又は
経常損失（△）

  △1,815,080 △2.3  △2,859,192 △3.8  2,916,072 1.5

Ⅵ　特別損失 ※6,7  855,335 1.0  2,130,609 2.8  1,556,838 0.8

税引前中間純損失
（△）又は税引前当
期純利益

  △2,670,415 △3.3  △4,989,802 △6.6  1,359,234 0.7

法人税、住民税
及び事業税

 128,675   134,304   265,000   

法人税等調整額  △841,350 △712,675 △0.9 △1,902,401 △1,768,097 △2.3 831,907 1,096,907 0.6

中間純損失（△）
又は当期純利益

  △1,957,740 △2.4  △3,221,705 △4.3  262,327 0.1
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自  平成19年２月１日　至  平成19年７月31日）

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本

合計 資本

準備金 

利益

準備金

その他利益剰余金 
利益剰余金

合計 
特別償却

準備金

繰越利益

剰余金

 平成19年１月31日　残高
（千円）

6,034,099 9,503,578 12,973 162,666 15,025,596 15,201,235 △260,310 30,478,603

 中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当     △343,019 △343,019  △343,019

中間純損失     △1,957,740 △1,957,740  △1,957,740

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
        

 中間会計期間中の変動額合計   

                 （千円）
－ － － － △2,300,759 △2,300,759 － △2,300,759

 平成19年７月31日　残高
（千円）

6,034,099 9,503,578 12,973 162,666 12,724,836 12,900,475 △260,310 28,177,844

 

評価・換算差

額等

新株予約権 純資産合計

その他有価証

券評価差額金

 平成19年１月31日　残高
（千円）

366 7,324 30,486,294

 中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当   △343,019

中間純損失   △1,957,740

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
△8 21,973 21,964

 中間会計期間中の変動額合計   

                 （千円）
△8 21,973 △2,278,795

 平成19年７月31日　残高
（千円）

357 29,297 28,207,499

当中間会計期間（自  平成20年２月１日　至  平成20年７月31日）

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本

合計 資本

準備金 

利益

準備金

その他利益剰余金 
利益剰余金

合計 
特別償却

準備金

繰越利益

剰余金

 平成20年１月31日　残高
（千円）

6,034,099 9,503,578 12,973 105,772 15,001,798 15,120,543 △260,310 30,397,911

 中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当     △343,019 △343,019  △343,019

中間純損失     △3,221,705 △3,221,705  △3,221,705
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株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本

合計 資本

準備金 

利益

準備金

その他利益剰余金 
利益剰余金

合計 
特別償却

準備金

繰越利益

剰余金

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
        

 中間会計期間中の変動額合計   

                 （千円）
－ － － － △3,564,725 △3,564,725 － △3,564,725

 平成20年７月31日　残高
（千円）

6,034,099 9,503,578 12,973 105,772 11,437,073 11,555,818 △260,310 26,833,186

 

評価・換算差

額等

新株予約権 純資産合計

その他有価証

券評価差額金

 平成20年１月31日　残高
（千円）

174 51,271 30,449,357

 中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当   △343,019

中間純損失   △3,221,705

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
△174 15,765 15,590

 中間会計期間中の変動額合計   

                 （千円）
△174 15,765 △3,549,134

 平成20年７月31日　残高
（千円）

－ 67,036 26,900,223

前事業年度の株主資本等変動計算書（自  平成19年２月１日　至  平成20年１月31日）

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本

合計 
資本

準備金 

利益

準備金

その他利益剰余金 
利益剰余金

合計 
特別償却

準備金

繰越利益

剰余金

 平成19年１月31日　残高
                 （千円）

6,034,099 9,503,578 12,973 162,666 15,025,596 15,201,235 △260,310 30,478,603

 事業年度中の変動額         

特別償却準備金の積立    － － －  －

特別償却準備金の取崩    △56,893 56,893 －  －

剰余金の配当     △343,019 △343,019  △343,019

当期純利益     262,327 262,327  262,327

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額）
        

 事業年度中の変動額合計   

                 （千円）
－ － － △56,893 △23,797 △80,691 － △80,691

 平成20年１月31日　残高
　　　　　　（千円）

6,034,099 9,503,578 12,973 105,772 15,001,798 15,120,543 △260,310 30,397,911
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評価・換算差

額等

 新株予約権 純資産合計
その他有価証

券評価差額金

 平成19年１月31日　残高
（千円）

366 7,324 30,486,294

 事業年度中の変動額    

特別償却準備金の積立   －

特別償却準備金の取崩   －

剰余金の配当   △343,019

当期純利益   262,327

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額）
△191 43,946 43,754

 事業年度中の変動額合計   

                 （千円）
△191 43,946 △36,936

 平成20年１月31日　残高
（千円）

174 51,271 30,449,357
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】

  
前中間会計期間

(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前事業年度キャッシュ
・フロー計算書

(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前中間純損失（△）又は税引前当期純利益  △2,670,415 △4,989,802 1,359,234

減価償却費  1,897,038 1,742,810 3,702,833

減損損失  429,971 195,305 777,533

長期前払費用償却額  21,062 7,030 28,645

差入保証金と相殺した賃借料  645,918 751,410 1,440,692

株式報酬費用  21,973 15,765 43,946

固定資産除売却損  59,958 239,077 194,820

店舗閉鎖損失  153,695 － 153,599

店舗閉鎖損失引当金の増減額　（減少：△）  △206,162 149,370 △123,424

リコール損失引当金の減少額  △117,961 － △125,000

ポイント費用引当金の増加額  9,000 10,000 18,000

貸倒引当金の増減額　（減少：△）  5,724 △3,459 2,223

賞与引当金の増減額　（減少：△）  △155,702 50,512 △167,337

役員賞与引当金の増加額  － 7,850 －

退職給付引当金の減少額  △9,875 △974 △11,816

役員退職慰労引当金の増減額　（減少：△）  12,157 △43,434 28,440

受取利息及び受取配当金  △9,017 △8,132 △25,427

支払利息  229,910 261,837 487,561

契約解除和解金等  － 1,501,992 －

売上債権の増減額　（増加：△）  △635,211 △617,695 221,344

たな卸資産の増加額  △4,189,199 △4,017,165 △930,129

仕入債務の増減額　（減少：△）  △1,483,626 △5,546,072 1,980,178

未払金の減少額  △653,023 △202,822 △495,481

その他 ※２ △522,591 △173,831 △244,008

小計  △7,166,376 △10,670,430 8,316,427

利息及び配当金の受取額  8,472 8,132 25,427

利息の支払額  △193,893 △265,314 △503,148

契約解除和解金等の支払額  － △1,781,992 －

法人税等の支払額  △105,914 △260,839 △106,035

営業活動によるキャッシュ・フロー  △7,457,711 △12,970,445 7,732,670

 

EDINET提出書類

日本トイザらス株式会社(E03339)

半期報告書

26/49



  
前中間会計期間

(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前事業年度キャッシュ
・フロー計算書

(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  － △70,000 △386,000

定期預金の払戻による収入  － 456,000 －

投資有価証券の売却による収入  － 1,777 －

有形固定資産の取得による支出  △1,271,663 △709,202 △1,873,593

有形固定資産の売却による収入  － 1,122 －

無形固定資産の取得による支出  △89,647 △13,914 △195,727

敷金及び保証金の差入による支出  △126,252 △57,971 △147,405

敷金及び保証金の回収による収入  352,713 424,918 542,671

貸付による支出  △985,153 － △1,773,086

その他投資の取得による支出  △807 － △7,357

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,120,811 32,730 △3,840,498

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額　（減少：△）  10,500,000 14,200,000 △2,500,000

長期借入金の返済による支出  △440,000 △440,000 △1,067,262

配当金の支払額  △337,935 △341,825 △340,499

財務活動によるキャッシュ・フロー  9,722,064 13,418,174 △3,907,761

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  143,541 480,459 △15,589

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  952,439 936,849 952,439

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※１ 1,095,980 1,417,308 936,849
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前中間会計期間

（自　平成19年２月１日

至　平成19年７月31日）

当中間会計期間

（自　平成20年２月１日

至　平成20年７月31日）

前事業年度

（自　平成19年２月１日

至　平成20年１月31日）

１．資産の評価基準及び

　評価方法

(1)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定

)によっております。

(1)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同　　　左

(1)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定)に

よっております。

 (2)デリバティブ

時価法によっております。

(2)デリバティブ

同　　　左

(2)デリバティブ

同　　　左

 (3)たな卸資産

商品

移動平均法による原価法に

よっております。

(3)たな卸資産

商品

同　　　左

(3)たな卸資産

商品

同　　　左

 貯蔵品

最終仕入原価法による原価

法によっております。

貯蔵品

同　　　左

貯蔵品

同　　　左

２．固定資産の減価償却の

　方法

(1)有形固定資産

残存価額を零とする当社の定め

た見積耐用年数による定額法に

よっております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　 20年

工具器具備品 ５～15年

(1)有形固定資産

同　　　左

(1)有形固定資産

同　　　左

 (2)無形固定資産

ソフトウェア（自社利用）につ

いては、社内における見込利用可

能期間（５年）による定額法に

よっております。

(2)無形固定資産

同　　　左

(2)無形固定資産

同　　　左

 (3)長期前払費用

均等償却しております。

(3)長期前払費用

同　　　左

(3)長期前払費用

同　　　左

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し回収不能見込額を計

上しております。

(1)貸倒引当金

同　　　左

(1)貸倒引当金

同　　　左

 (2)賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるた

め、当中間会計期間に対応する支

給見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

同　　　左

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるた

め、当事業年度に対応する支給見

込額を計上しております。

 (3)　　 　───── (3)役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、

当中間会計期間に対応する支給見

込額を計上しております。

(3)　　 　─────

 (4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を計

上しております。

数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（

12年）による定額法により、それ

ぞれの発生の翌事業年度より費用

処理することとしております。

(4)退職給付引当金

同　　　左

(4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（

12年）による定額法により、それ

ぞれの発生の翌事業年度より費用

処理することとしております。
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項目

前中間会計期間

（自　平成19年２月１日

至　平成19年７月31日）

当中間会計期間

（自　平成20年２月１日

至　平成20年７月31日）

前事業年度

（自　平成19年２月１日

至　平成20年１月31日）

 (5)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しております。

(5)役員退職慰労引当金

同　　　左

(5)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

 (6)店舗閉鎖損失引当金

下期以降に閉店することが確定

した店舗について、今後発生が見

込まれる店舗閉鎖損失に備えるた

め、当該損失見込額を計上してお

ります。

(6)店舗閉鎖損失引当金

同　　　左

 (6)店舗閉鎖損失引当金

当事業年度中に閉店もしくは翌

事業年度以降に閉店することが確

定した店舗について、今後発生が

見込まれる店舗閉鎖損失に備える

ため、当該見込額を計上しており

ます。

 (7)契約解除損失引当金

「サービス契約」の解除に伴う

損失に備えるため、当該見込額を

計上しております。

(7)　　　　─────

　

(7)契約解除損失引当金

「サービス契約」の解除に伴う

損失に備えるため、当該見込額を

計上しております。

 (8)リコール損失引当金

リコール商品の回収・返金に伴

う損失に備えるため、当該見込額

を計上しております。

(8)　　　　─────

　

(8)　　　　─────

　

 (9)ポイント費用引当金

ポイントカード及び提携クレ

ジットカードの利用額に応じて顧

客に付与するクーポンの使用に基

づく費用の発生に備えるため、当

該見込額を計上しております。

(9)ポイント費用引当金

同　　　左

(9)ポイント費用引当金

同　　　左

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。

同　　　左 外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

同　　　左 同　　　左

６．中間キャッシュ・フロー

計算書(キャッシュ・フロー

計算書)における資金の範囲

手許資金及び随時引き出し可

能な預金であります。

手許現金、随時引き出し可能な

預金及び価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する短

期投資からなっております。

同　　　左

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(1)消費税等の会計処理

　　　　同　　　左

(1)消費税等の会計処理

同　　　左

　 (2)中間会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額

当中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当事業年

度において予定している特別償却

準備金の積立て及び取崩しを前提

として、当中間会計期間に係る金

額を計算しております。

(2)中間会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額

　　　　同　　　左

(2)　　　　─────
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前中間会計期間においては、提携クレジットカードの利用額に応

じて顧客に付与するクーポンの使用見積額を、流動負債の「未払

金」に含めて表示しておりましたが、ポイントカード導入に伴い、当

中間会計期間では「ポイント費用引当金」として区分掲記しており

ます。

なお、前中間会計期間における未払金に含まれる当該金額は

30,000千円であります。

 ──────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年７月31日）

当中間会計期間末
（平成20年７月31日）

前事業年度末
（平成20年１月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

21,372,701千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

23,637,994千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

          22,643,653千円

２．保証債務

ローンコミットメント

ケー・ケー・ファンディング・コーポ

レーション

1,496,526千円

２．　　　　────── ２．保証債務

ローンコミットメント

ケー・ケー・ファンディング・コーポ

レーション

         2,294,418千円

３.偶発損失

・サービス契約の解除について　

当社は平成18年11月30日をもって日本

マクドナルド株式会社に対して、下記の

「サービス契約」を解除し、同解除日まで

の未払ロイヤリティを含む総額５億円を

解除精算金として見積り、同未払ロイヤリ

ティ額を除く３億円を契約解除損失引当

金として計上しております。

なお、本件に関しましては、平成19年２

月28日付で日本マクドナルド株式会社よ

り、東京地方裁判所において「役務提供契

約存在確認等請求事件」として当該契約

の現時点における有効性及び同社の契約

上の権利を有する地位であることの確認

ならびに未払いのサービスの対価の支払

いを求める訴訟が提起されております。従

いまして、最終的な当社の総支払い額は変

動する可能性があります。

 

 

 

 

 

 

サービス契約

契約の相手

方
日本マクドナルド株式会社

契約の内容

 

 

 

 

 

 1）小売店事業の効率的な営

業に関する専門知識・技術の

提供 

 2）小売店事業開発に関する

用地選択ならびに不動産開発

ノウハウの提供

 3）販売促進活動にかかるノ

ウハウならびにサービスの提

供

対価

 

 

 

 

 

サービス契約で定義された総

収入の0.5％のサービス料を、

当社が日本マクドナルド株式

会社に支払う。

ただし、サービス料率につい

ては、契約締結後５年目以降、

サービス内容との対価性を勘

案し、見直す旨の条項があり

ます。  

契約期間

 

平成12年２月１日より20年

間、以降10年毎の更新 

３．　　　　────── ３. 偶発損失

・サービス契約の解除について　

当社は平成18年11月30日をもって日本

マクドナルド株式会社に対して、下記の

「サービス契約」を解除し、同解除日まで

の未払ロイヤリティを含む総額５億円を

解除精算金として見積り、同未払ロイヤリ

ティ額を除く３億円を契約解除損失引当

金として計上しております。

なお、本件に関しましては、平成19年２

月28日付で日本マクドナルド株式会社よ

り、東京地方裁判所において「役務提供契

約存在確認等請求事件」として当該契約

の現時点における有効性及び同社の契約

上の権利を有する地位であることの確認

ならびに未払いのサービスの対価の支払

いを求める訴訟が提起されております。そ

の後、本訴訟は、東京地方裁判所に係属中

であり、平成20年１月31日現在までに、口

頭弁論６回および弁論準備１回が開催さ

れております。なお、訴訟の結果について

は、現時点で予測することはできません。

従いまして、最終的な当社の総支払い額は

変動する可能性があります。

サービス契約

契約の相手

方
日本マクドナルド株式会社

契約の内容

 

 

 

 

 

 1）小売店事業の効率的な営

業に関する専門知識・技術の

提供 

 2）小売店事業開発に関する

用地選択ならびに不動産開発

ノウハウの提供

 3）販売促進活動にかかるノ

ウハウならびにサービスの提

供

対価

 

 

 

 

 

サービス契約で定義された総

収入の0.5％のサービス料を、

当社が日本マクドナルド株式

会社に支払う。

ただし、サービス料率につい

ては、契約締結後５年目以降、

サービス内容との対価性を勘

案し、見直す旨の条項があり

ます。  

契約期間

 

平成12年２月１日より20年

間、以降10年毎の更新 
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前中間会計期間末
（平成19年７月31日）

当中間会計期間末
（平成20年７月31日）

前事業年度末
（平成20年１月31日）

 ※４．消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流

動資産の「その他」に含めて表示してお

ります。

 ※４．消費税等の取扱い

同　　　左

 

 

 

 ４．         ──────

 　５．         ──────

　

 　５．         ──────

　

 ※５．担保提供資産及び担保付債務

定期預金386,000千円について銀行支払

保証に対する質権が設定されておりま

す。

 　６．         ──────  ※６．ローンコミットメント契約

当社は、シンジケート方式のローンコ

ミットメント契約（みずほ銀行を主幹事

とするリボルビング・クレジット・ファ

シリティ契約）を締結しており、この契

約に基づく当中間会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

貸付極度額 35,000,000千円

借入実行残高 28,800,000千円

差引額 6,200,000千円

なお、当契約には、以下の財務制限条項

が付されております。

財務制限条項

①貸借対照表の純資産の部の金額を平

成19年１月決算期末日における貸借対照

表の純資産の部の金額の75％及び直前の

決算期末日における貸借対照表の純資産

の部の金額の75％のいずれか高い方の金

額以上に維持すること。

②事業年度終了時点の損益計算書上の

経常損益につき、損失を計上しないこと。

　

 　６．         ──────
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

※１．売上高の季節的変動

通常当社は事業の性質上、上半期と下

半期との間に売上高に季節的変動があり

ます。なお、当中間会計期間末に至る１年

間の売上高は以下のとおりであります。

※１．売上高の季節的変動

通常当社は事業の性質上、上半期と下

半期との間に売上高に季節的変動があり

ます。なお、当中間会計期間末に至る１年

間の売上高は以下のとおりであります。

 １．         ──────

前事業年度の下半期 114,950,057千円

当中間会計期間 81,999,986千円

　計 196,950,044千円

前事業年度の下半期 109,302,454千円

当中間会計期間 75,509,861千円

　計 184,812,316千円

 

※２．売上高及び売上原価に含まれる賃貸収

入及び賃貸原価

※２．売上高及び売上原価に含まれる賃貸収

入及び賃貸原価

※２．売上高及び売上原価に含まれる賃貸収

入及び賃貸原価

売上高 753,187千円

売上原価 187,481千円

売上総利益 565,706千円

売上高 783,479千円

売上原価 187,606千円

売上総利益 595,872千円

売上高 1,857,430千円

売上原価 386,124千円

売上総利益 1,471,305千円

※３．減価償却実施額 ※３．減価償却実施額 ※３．減価償却実施額

有形固定資産 1,704,503千円

無形固定資産 192,535千円

有形固定資産 1,591,243千円

無形固定資産 151,566千円

有形固定資産 3,341,186千円

無形固定資産 361,646千円

※４．営業外収益項目のうち重要なもの ※４．営業外収益項目のうち重要なもの ※４．営業外収益項目のうち重要なもの

業務受託料 74,200千円

受取利息 192,483千円

賃貸収入 60,069千円

業務受託料 60,271千円

受取利息 234,808千円

賃貸収入 61,083千円

業務受託料 150,068千円

受取利息 422,065千円

賃貸収入 119,616千円

※５．営業外費用項目のうち重要なもの ※５．営業外費用項目のうち重要なもの ※５．営業外費用項目のうち重要なもの

支払利息 229,910千円

支払保証料 13,211千円

賃貸費用 55,789千円

支払利息 261,837千円

支払保証料 11,073千円

賃貸費用 55,789千円

アレンジメント

フィー
250,000千円

支払利息 487,561千円

支払保証料 25,496千円

賃貸費用 111,579千円

貸倒引当金繰入額  2,000千円

※６．特別損失項目のうち重要なもの ※６．特別損失項目のうち重要なもの ※６．特別損失項目のうち重要なもの

店舗閉鎖損失 159,723千円

減損損失 429,971千円

店舗閉鎖損失引当金

繰入額
184,943千円

減損損失 195,305千円

契約解除和解金等 1,501,992千円

ソフトウェア

開発中止損
49,349千円

店舗閉鎖損失 193,314千円

減損損失 777,533千円

リコール損失      34,642千円

差入保証金評価差額     138,116千円

債務保証損失 100,270千円
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前中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

※７．減損損失 ※７．減損損失 ※７．減損損失

 　　 当中間会計期間において、当社は以下の

資産グループについて減損損失を計上

しました。

 　　 当中間会計期間において、当社は以下の

資産グループについて減損損失を計上

しました。

 　　 当事業年度において、当社は以下の資産

グループについて減損損失を計上しま

した。

　

 用 途  種 類  場 所  金 額

店舗

（1件）
建物他 沖縄県 218,837千円 

店舗

（1件）
建物他 熊本県 145,975千円 

店舗

（1件）
建物他 兵庫県 65,158千円 

　 合　計 　  429,971千円 

 用 途  種 類  場 所  金 額

店舗

（1件）
建物他 茨城県 195,305千円 

　 合　計 　 195,305千円 

 用 途  種 類  場 所  金 額

店舗

（1件）
建物他 沖縄県   218,837千円 

店舗

（1件）
建物他 熊本県 145,975千円 

店舗

（1件）
建物他 北海道 132,567千円 

継続店計　 497,379千円 

店舗

（1件）
建物他 兵庫県 65,158千円 

店舗

（1件）
建物他 宮城県 214,995千円 

閉店予定店計　 280,153千円 

　 合　計 　 777,533千円 

当社は、店舗を基本単位としてグルー

ピングを行っております。

営業活動から生じる損益が継続して

マイナスである資産グループについて、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として特別損失に計

上しております。

その内訳は、建物280,166千円、構築物

7,396千円、工具器具備品142,408千円であ

ります。

なお、資産グループごとの回収可能価

額は、使用価値により測定しており、将来

キャッシュ・フローを5.5％で割り引いて

算定しております。

当社は、店舗を基本単位としてグルー

ピングを行っております。

閉店予定により、今後の使用が見込ま

れない資産について、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失として特別損失に計上しております。

その内訳は、建物142,536千円、構築物

5,863千円、工具器具備品46,905千円であ

ります。

なお、回収可能価額は使用価値を零と

して算定しております。

当社は、店舗を基本単位としてグルー

ピングを行っております。

営業活動から生じる損益が継続して

マイナスである資産グループについて、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として特別損失に

497,379千円計上しております。

その内訳は、建物343,122千円、構築物

9,101千円、工具器具備品等145,154千円で

あります。

また、閉店予定により、今後の使用が見

込まれない資産について帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失として特別損失に280,153千円計上し

ております。

その内訳は、建物191,165千円、構築物

10,263千円、工具器具備品78,725千円であ

ります。

なお、資産グループごとの回収可能価

額は、使用価値により測定しており、将来

キャッシュ・フローを5.5％で割り引いて

算定しております。
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成19年２月１日　至　平成19年７月31日）

 １. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 　

　
前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加　　株

式数（株）

当中間会計期間減少　　株

式数（株）

当中間会計期間末株式数

（株）

発行済株式 　 　 　 　

普通株式 34,445,982 ― ― 34,445,982

 合計 34,445,982 ― ― 34,445,982

自己株式     

普通株式 144,028 ― ― 144,028

合計 144,028 ― ― 144,028

 ２. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 　

区分 新株予約権の内訳

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間会計期

間末残高

（千円）前事業年度末
当中間会計期

間増加

当中間会計期

間減少

当中間会計期

間末

提出会社

ストック・オプションとしての新株予

約権Ⅰ　　（注）
― ― ― ― ― 7,283

ストック・オプションとしての新株予

約権Ⅱ　　（注）
― ― ― ― ― 5,044

ストック・オプションとしての新株予

約権Ⅲ　　（注）
― ― ― ― ― 7,600

ストック・オプションとしての新株予

約権Ⅳ　　（注）
― ― ― ― ― 5,138

ストック・オプションとしての新株予

約権Ⅴ　　（注）
― ― ― ― ― 4,231

合計 　― ― ― ― ― 29,297

 （注）平成19年７月31日現在、新株予約権を行使することができる期間は到来しておりません。

 　　　

 ３. 配当に関する事項

（1）配当金支払額
　

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成19年３月27日

取締役会
普通株式 343,019 10 平成19年１月31日 平成19年４月11日

（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成20年２月１日　至　平成20年７月31日）

 １. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 　

　
前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加　　株

式数（株）

当中間会計期間減少　　株

式数（株）

当中間会計期間末株式数

（株）

発行済株式 　 　 　 　

普通株式 34,445,982 ― ― 34,445,982

 合計 34,445,982 ― ― 34,445,982

自己株式     
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前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加　　株

式数（株）

当中間会計期間減少　　株

式数（株）

当中間会計期間末株式数

（株）

普通株式 144,028 ― ― 144,028

合計 144,028 ― ― 144,028

 ２. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 　

区分 新株予約権の内訳

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間会計期

間末残高

（千円）前事業年度末
当中間会計期

間増加

当中間会計期

間減少

当中間会計期

間末

提出会社

ストック・オプションとしての新株予

約権Ⅰ　　　（注）
― ― ― ― ― 17,297

ストック・オプションとしての新株予

約権Ⅱ　　　（注）
― ― ― ― ― 12,610

ストック・オプションとしての新株予

約権Ⅲ
― ― ― ― ― 13,300

ストック・オプションとしての新株予

約権Ⅳ　　　（注）
― ― ― ― ― 12,846

ストック・オプションとしての新株予

約権Ⅴ　　　（注）
― ― ― ― ― 10,579

ストック・オプションとしての新株予

約権（1）　 （注）
― ― ― ― ― 402

合計 　― ― ― ― ― 67,036

 （注）平成20年７月31日現在、ストック・オプションとしての新株予約権Ⅲ以外については、新株予約権を行使すること

ができる期間は到来しておりません。

 　　　

 ３. 配当に関する事項

（1）配当金支払額
　

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成20年３月13日

取締役会
普通株式 343,019 10 平成20年１月31日 平成20年４月９日

（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

 １. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 　

　
前事業年度末株式数

（株）

当事業年度増加株式数

（株）

当事業年度減少株式数

（株）

当事業年度末株式数

（株）

発行済株式 　 　 　 　

普通株式 34,445,982 ― ― 34,445,982

 合計 34,445,982 ― ― 34,445,982

自己株式     

普通株式 144,028 ― ― 144,028

合計 144,028 ― ― 144,028

 ２. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 　
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区分 新株予約権の内訳

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当事業年度末

残高

（千円）前事業年度末
当事業年度

増加

当事業年度

減少
当事業年度末

提出会社

ストック・オプションとしての新株予

約権Ⅰ　　（注）
― ― ― ― ― 12,745

ストック・オプションとしての新株予

約権Ⅱ　　（注）
― ― ― ― ― 8,827

ストック・オプションとしての新株予

約権Ⅲ　　（注）
― ― ― ― ― 13,300

ストック・オプションとしての新株予

約権Ⅳ　　（注）
― ― ― ― ― 8,992

ストック・オプションとしての新株予

約権Ⅴ　　（注）
― ― ― ― ― 7,405

合計 ―　　 ― ― ― ― 51,271

 （注） 平成20年１月31日現在、新株引受権を行使することができる期間は到来しておりません。

 　　　

 ３. 配当に関する事項

（1）配当金支払額
　

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成19年３月27日

取締役会
普通株式 343,019 10 平成19年１月31日 平成19年４月11日

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり配当

額（円）
基準日 効力発生日

平成20年３月13日

取締役会
普通株式 343,019 利益剰余金 10 平成20年１月31日 平成20年４月９日
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

（平成19年７月31日現在） （平成20年７月31日現在） （平成20年１月31日現在）

現金及び預金勘定 1,095,980千円

現金及び現金同等物 1,095,980千円

現金及び預金勘定 1,417,308千円

現金及び現金同等物 1,417,308千円

現金及び預金勘定

預金期間が３ヶ月

を超える定期預金

1,322,849千円

　

△386,000千円　

現金及び現金同等物    936,849千円

※２．保証金(建設協力金)に関する会計処理

に伴い生じた受取利息及び長期前払賃借

料の償却額は、相殺の上、その差額を営業

活動によるキャッシュ・フローの「その

他」に含めて表示しております。

※２．　　　　同　　　左

　

※２．　　　　同　　　左

　

　 　 　

EDINET提出書類

日本トイザらス株式会社(E03339)

半期報告書

38/49



（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

（借主側） （借主側） （借主側）

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び中間期末残高相当額

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び中間期末残高相当額

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び期末残高相当額

 
工具器具備品
（千円）

取得価額相当額 897,967

減価償却累計額相当額 359,984

中間期末残高相当額 537,982

 
工具器具備品
（千円）

取得価額相当額 1,198,694

減価償却累計額相当額 539,644

中間期末残高相当額 659,050

 
工具器具備品
（千円）

取得価額相当額 941,132

減価償却累計額相当額 452,338

期末残高相当額 488,794

(2)未経過リース料中間期末残高相当額 (2)未経過リース料中間期末残高相当額 (2)未経過リース料期末残高相当額

１年内 180,664千円

１年超 365,090千円

合計 545,754千円

１年内 234,275千円

１年超 436,295千円

合計 670,570千円

１年内 189,157千円

１年超  307,899千円

合計 497,056千円

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

支払リース料 93,689千円

減価償却費相当額 89,713千円

支払利息相当額 5,103千円

支払リース料 104,266千円

減価償却費相当額 103,193千円

支払利息相当額 4,532千円

支払リース料 190,170千円

減価償却費相当額 182,067千円

支払利息相当額 9,721千円

(4)減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法により算定しております。

　

(4)減価償却費相当額の算定方法

同　　　　左

(4)減価償却費相当額の算定方法

同　　　　左

(5)利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。

(5)利息相当額の算定方法

同　　　　左

(5)利息相当額の算定方法

同　　　　左

２．オペレーティング・リース取引

（借主側）

該当事項はありません。

　

２．オペレーティング・リース取引

（借主側）

同　　　　左

２．オペレーティング・リース取引

（借主側）

同　　　　左

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありま

せんので、減損損失累計額相当額等減損損失

に係る項目の記載は省略しております。

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（減損損失について）

同　　　　左
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成19年７月31日現在）

その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

　株式 1,440 2,040 600

合計 1,440 2,040 600

当中間会計期間末（平成20年７月31日現在）

該当事項はありません。

　

前事業年度末（平成20年１月31日現在）

その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

　株式 1,440 1,733 293

合計 1,440 1,733 293

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間末（平成19年７月31日現在）

期末残高がないため、該当事項はありません。

当中間会計期間末（平成20年７月31日現在）

期末残高がないため、該当事項はありません。

前事業年度末（平成20年１月31日現在）

期末残高がないため、該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

 　　　 前中間会計期間（自　平成19年２月１日　至　平成19年７月31日）

 　　   １．ストック・オプションに係る当中間会計期間における費用計上額及び科目名

 　　　　　販売費及び一般管理費　21,973千円

　

　　　　２．当中間会計期間に付与したストック・オプションの内容

　　　　　 該当事項はありません。

　

 　　　 当中間会計期間（自　平成20年２月１日　至　平成20年７月31日）

 　　   １．ストック・オプションに係る当中間会計期間における費用計上額及び科目名

 　　　　　販売費及び一般管理費　15,765千円

　

　　　　２．当中間会計期間に付与したストック・オプションの内容

 
平成20年

ストック・オプション（1）

付与対象者の区分及び数 当社の取締役　　　１名

ストック・オプション数 (注)１ 普通株式　　　50,000株

付与日 平成20年６月30日

権利確定条件  (注)２

対象勤務期間

 ２年間

（自 平成20年６月30日

  至 平成22年６月29日）

権利行使期間
 平成22年６月30日から

平成30年６月29日まで

権利行使価格（円） 736

付与日における公正な評価単価（円） 193

（注）１.株式数に換算して記載しております。

２.(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。

　 (2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は使用人等の地位にあること。

 　　　 前事業年度（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

１．ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名

 　　　　　販売費及び一般管理費　43,946千円

　

　　　　２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

　

当社の取締役　　　３名

当社の従業員　   275名

当社の取締役　　　３名

当社の従業員　　 301名

当社の取締役　　　３名

当社の従業員　　 320名

ストック・オプション数

 (注)１
普通株式　　 292,200株 普通株式　　 316,800株 普通株式　　 315,300株

付与日 平成14年７月１日 平成15年７月１日 平成16年７月１日

権利確定条件  (注) ２  (注) ２  (注) ２

対象勤務期間

 １年10ヶ月間

（自 平成14年７月１日

  至 平成16年４月25日）

 １年10ヶ月間

（自 平成15年７月１日

  至 平成17年４月25日）

 １年10ヶ月間

（自 平成16年７月１日

  至 平成18年４月28日）

権利行使期間
平成16年４月26日から

平成19年４月25日まで

平成17年４月26日から

平成20年４月25日まで

平成18年４月29日から

平成21年４月28日まで

EDINET提出書類

日本トイザらス株式会社(E03339)

半期報告書

41/49



 
平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプションⅠ
平成18年

ストック・オプションⅡ

付与対象者の区分及び数

　

当社の取締役　　　３名

当社の従業員　　 333名

当社の取締役　　　１名

　

当社の取締役　　　１名

　

ストック・オプション数

 (注)１
普通株式　　 335,900株 普通株式　　　50,000株 普通株式　　　50,000株

付与日 平成17年７月１日 平成18年12月１日 平成18年12月１日

権利確定条件  (注) ２  (注) ３  (注) ３

対象勤務期間

 １年10ヶ月間

（自 平成17年７月１日

  至 平成19年４月27日）

 ２年間

（自 平成18年12月１日

  至 平成20年11月30日）

 ３年間

（自 平成18年12月１日

  至 平成21年11月30日）

権利行使期間
平成19年４月28日から

平成22年４月27日まで

平成20年12月１日から

平成30年11月30日まで

平成21年12月１日から

平成31年11月30日まで

 
平成18年

ストック・オプションⅢ
平成18年

ストック・オプションⅣ
平成18年

ストック・オプションⅤ

付与対象者の区分及び数

　

当社の取締役　　　１名

　

当社の取締役　　　１名

　

当社の取締役　　　１名

　

ストック・オプション数

 (注)１
普通株式　　　50,000株 普通株式　　　50,000株 普通株式　　　50,000株

付与日 平成18年12月１日 平成18年12月１日 平成18年12月１日

権利確定条件  (注) ４  (注) ５  (注) ６

対象勤務期間

 １年２ヶ月間

（自 平成18年12月１日

  至 平成20年１月31日）

 ２年２ヶ月間

（自 平成18年12月１日　

  至 平成21年１月31日）

 ３年２ヶ月間

（自 平成18年12月１日

  至 平成22年１月31日）

権利行使期間
平成20年４月30日から

平成25年４月29日まで

平成21年４月30日から

平成26年４月29日まで

平成22年４月30日から

平成27年４月29日まで

（注）１.株式数に換算して記載しております。

２.(1）権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは使用人の地位にあること。ただし、任期満了に

     よる退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合（死亡の場合を除く。）はこの限

     りではない。

　 (2）権利行使時において、当該行使にかかる新株予約権発行の日以降、破産宣告を受けていないこと及び

     当社の就業規則に基づく減給以上の懲戒処分を受けていないこと。

３.権利行使時において、当社の取締役の地位にあること。

４.(1）平成20年１月31日に終了する事業年度の監査済みの財務諸表に基づき、日本の会計基準によって算定

     されたＥＢＩＴＤＡが前事業年度対比５％以上であること。

　 (2）平成20年１月31日に当社の取締役の地位にあること。

５.(1）平成21年１月31日に終了する事業年度の監査済みの財務諸表に基づき、日本の会計基準によって算定

     されたＥＢＩＴＤＡが前事業年度対比５％以上であること。

　 (2）平成21年１月31日に当社の取締役の地位にあること。　

６.(1）平成22年１月31日に終了する事業年度の監査済みの財務諸表に基づき、日本の会計基準によって算定

     されたＥＢＩＴＤＡが前事業年度対比５％以上であること。

　 (2）平成22年１月31日に当社の取締役の地位にあること。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株

式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション

権利確定前　　　（株）    

前事業年度末 - - -

付与 - - -

失効 - - -

権利確定 - - -

未確定残 - - -

権利確定後　　　（株）    

前事業年度末 202,300 229,500 251,500

権利確定 - - -

権利行使 - - -

失効 202,300 30,900 34,100

未行使残 - 198,600 217,400

 
平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプションⅠ
平成18年

ストック・オプションⅡ

権利確定前　　　（株）    

前事業年度末 288,500 50,000 50,000

付与 - - -

失効 13,900 - -

権利確定 274,600 - -

未確定残 - 50,000 50,000

権利確定後　　　（株）    

前事業年度末 - - -

権利確定 274,600 - -

権利行使 - - -

失効 28,100 - -

未行使残 246,500 - -

 
平成18年

ストック・オプションⅢ
平成18年

ストック・オプションⅣ
平成18年

ストック・オプションⅤ

権利確定前　　　（株）    

前事業年度末 50,000 50,000 50,000

付与 - - -

失効 - - -

権利確定 50,000 - -
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平成18年

ストック・オプションⅢ
平成18年

ストック・オプションⅣ
平成18年

ストック・オプションⅤ

未確定残 - 50,000 50,000

権利確定後　　　（株）    

前事業年度末 - - -

権利確定 50,000 - -

権利行使 - - -

失効 - - -

未行使残 50,000 - -

②　単価情報

 
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 2,864 1,502 2,600

行使時平均株価　　　　　（円） - - -

公正な評価単価（付与日）（円） - - -

 
平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプションⅠ
平成18年

ストック・オプションⅡ

権利行使価格　　　　　　（円） 1,639 1,255 1,255

行使時平均株価　　　　　（円） - - -

公正な評価単価（付与日）（円） - 437 454

 
平成18年

ストック・オプションⅢ
平成18年

ストック・オプションⅣ
平成18年

ストック・オプションⅤ

権利行使価格　　　　　　（円） 1,255 1,255 1,255

行使時平均株価　　　　　（円） - - -

公正な評価単価（付与日）（円） 266 334 402

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

 当事業年度において付与されたストック・オプションは該当ありません。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

 　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。
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（持分法損益等）

 　　　 該当事項はありません。

　

（１株当たり情報）

 
前中間会計期間

（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

１株当たり純資産額 821円 48銭 782円 26銭 886円 19銭

１株当たり中間純損失金額（△）又は

１株当たり当期純利益金額
△57円07銭 △93円92銭   7円65銭

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額

なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額については、潜

在株式は存在するものの１株当た

り中間純損失であるため記載して

おりません。

なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額については、潜

在株式は存在するものの１株当た

り中間純損失であるため記載して

おりません。

なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額については、希

薄化効果を有している潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。

（注）１株当たり中間純損失金額又は１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前事業年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

１株当たり中間純損失金額又は１株当

たり当期純利益金額
   

中間純損失（△）

又は当期純利益（千円）
△1,957,740 △3,221,705 262,327

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る中間純損失（△）

又は当期純利益（千円）
△1,957,740 △3,221,705 262,327

期中平均株式数（株） 34,301,954 34,301,954 34,301,954

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

金額の算定に含めなかった潜在株式の

概要

旧商法第280条ノ20及び280条ノ21

並びに会社法第361条の規定によ

る新株予約権８種類

（新株予約権の数9,656個）

旧商法第280条ノ20及び280条ノ21

並びに会社法第361条の規定によ

る新株予約権８種類

（新株予約権の数7,422個）

旧商法第280条ノ20及び280条ノ21

並びに会社法第361条の規定によ

る新株予約権８種類

（新株予約権の数9,125個）  

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第20期）（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）平成20年４月24日関東財務局長に提出

(2) 有価証券報告書の訂正報告書

事業年度（第20期）（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書でありま

す。

平成20年５月12日関東財務局長に提出

(3) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書でありま

す。

平成20年６月18日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（親会社の異動）の規定に基づく臨時報告書であります。

平成20年６月23日関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

  平成１９年９月２８日

日本トイザらス株式会社   

 取締役会　御中  

 監査法人ト　ー　マ　ツ  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 西岡　雅信　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 築出　喜和　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 山田　　努　　印

　当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本ト

イザらス株式会社の平成１９年２月１日から平成２０年１月３１日までの第２０期事業年度の中間会計期間（平成１９年

２月１日から平成１９年７月３１日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本

等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

日本トイザらス株式会社の平成１９年７月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成

１９年２月１日から平成１９年７月３１日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示し

ているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保

管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

  平成２０年９月２９日

日本トイザらス株式会社   

 取締役会　御中  

 監査法人ト　ー　マ　ツ  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 西岡　雅信　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 築出　喜和　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 山田　　努　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる日本トイザらス株式会社の平成２０年２月１日から平成２１年１月３１日までの第２１期事業年度の中間会計期間

（平成２０年２月１日から平成２０年７月３１日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、

中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

日本トイザらス株式会社の平成２０年７月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成

２０年２月１日から平成２０年７月３１日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示し

ているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保

管しております。
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